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『
太
平
記
』

に
お
け
る
佐
々
木
道
瞥
像

道
誉
と
鶯
合

好
色
、
博
変
、
大
酒
‘
鷺
飼
ゥ
コ
ト
‘

観
阿
弥
は
こ
の
四
つ
を
禁
じ
た
。
中
で
も
「
鶯
飼
ウ
コ
ト
」
が
禁
じ
ら
れ

た
と
い
う
の
は
、
時
代
を
反
映
し
て
い
て
輿
味
深
い
。
こ
れ
は
平
安
時
代
の

記
録
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
中
世
に
な
っ
て
大
流
行
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
手
飼

い
の
鶯
を
籠
に
入
れ
て
持
参
し
、
ど
ち
ら
の
声
が
良
い
か
優
劣
を
競
っ
た
の

で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
合
わ
せ
物
の
一
種
で
、
「
鶯
合
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

鳥
を
合
わ
せ
る
遊
戯
に
は
「
小
鳥
合
」
「
戟
合
」
「
鳩
合
」
が
あ
り
、
平
安
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後
期
か
ら
鎌
倉
初
期
の
諸
書
に
見
え
て
い
る
。
お
そ
ら
く
「
鶯
合
」
も
こ
れ

ら
を
参
考
に
始
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
鶯
合
」
の
記
録
は
『
教
言
卿
記
』
応
永
十
六
年
(
-
四

O
九
）
四
月
ト

四
日
条
「
今
朝
ハ
伯
亭
ニ
テ
鶯
合
」
を
初
め
、
『
看
聞
御
記
』
『
実
隆
公
記
』
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に
も
見
え
る
が
、
そ
も
そ
も
「
鶯
合
」
が
中
世
に
大
流
行
す
る
、
そ
の
火
つ

け
役
と
な
っ
た
の
は
佐
々
木
道
誉
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
『
太
平
記
』
に
は

「
鶯
合
」
の
初
例
と
思
わ
れ
る
次
の
よ
う
な
一
節
が
記
さ
れ
て
い
る
。

導
脊
近
江
ノ
国
分
寺
二
培
ケ
ル
時
、
若
党
三
百
余
騎
、
打
送
之
為
ト
テ

奥

智

鶴

前
後
二
相
順
フ
、
某
輩
悉
ク
猿
皮
之
腱
二
‘
猿
ノ
皮
ノ
腰
当
ヲ
シ
テ
、

手
毎
二
鶯
ノ
籠
ヲ
持
セ
タ
リ
、

道
誉
は
こ
の
時
代
に
花
開
い
た
様
々
な
文
化
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
人
物
だ

⑥
 

と
言
わ
れ
て
い
る
。
最
初
の
連
歌
集
『
菟
玖
波
集
』
に
は
八
十
一
の
句
を
収

m
 

め
、
准
勅
撰
の
綸
旨
を
得
る
に
あ
た
っ
て
は
「
是
導
誉
法
師
令
申
沙
汰
」
め

8
 

た
と
あ
る
。
ま
た
貴
賤
の
人
気
を
集
め
て
い
た
田
楽
・
猿
楽
の
方
面
に
も
通

⑨
 

じ
て
い
た
こ
と
が
『
申
楽
談
儀
』
『
習
逍
集
』
か
ら
窺
え
る
。
『
太
平
記
』
に

も
当
時
は
や
り
の
、
唐
物
・
唐
絵
を
座
敷
に
飾
っ
た
こ
と
（
巻
三
十
六
第
九

章
）
や
、
闘
茶
を
し
た
こ
と
（
巻
三
十
二
第
三
章
・
巻
三
十
九
第
六
章
）
、
七

タ
に
は
「
宿
所
ヲ
七
所
飾
リ
テ
、
七
番
菜
ヲ
調
へ
、
七
百
種
之
果
物
ヲ
積
デ
、

七
十
服
之
本
非
之
茶
可
レ
飲
」
と
い
っ
た
七
の
数
に
か
け
た
遊
び
、
七
遊
を

⑩
 

行
っ
た
こ
と
（
巻
三
十
六
第
六
章
）
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
大
原
野
で
は
、

大
き
な
香
墟
で
一
斤
の
名
香
を
焙
ぎ
上
げ
、
四
本
の
大
き
な
花
木
の
下
に
一

丈
余
り
の
花
瓶
を
寄
せ
か
け
て
「
一
双
ノ
立
花
二
作
成
」
す
な
ど
、
「
世
ニ

無
レ
類
遊
」
を
行
っ
た
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
（
巻
―
二
十
九
第
六
章
）
。
花

は
供
花
や
花
宴
で
観
賞
す
る
も
の
か
ら
、
人
に
見
せ
る
花
へ
と
展
開
。
後
に

IHI 

は
様
式
を
整
え
、
生
花
と
し
て
発
展
し
て
お
り
、
そ
の
過
渡
期
に
道
昏
が
い
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た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

道
誉
が
こ
の
よ
う
に
最
新
の
流
行
を
取
り
入
れ
、
華
美
贅
沢
に
演
出
し
て

み
せ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
「
鶯
合
」
も
ま
た
彼
に
よ
っ
て
い
ち
早

く
取
り
込
ま
れ
た
可
能
性
は
高
い
。
「
鶯
合
」
が
ま
だ
珍
し
い
時
期
に
三
百

も
の
数
を
揃
え
た
姿
は
、
人
々
の
目
を
驚
か
せ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

新
し
い
文
化
が
次
々
と
噴
出
•
発
展
し
て
い
く
、
そ
の
先
頭
に
い
た
の
が

道
誉
で
あ
っ
た
。
『
太
平
記
』
は
彼
の
よ
う
な
人
間
を
ど
の
よ
う
に
描
い
て

い
く
の
か
。
本
稿
で
は
‘
こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
「
太
平
記
』
に
お
け

1
 

n
u
 

る
道
誉
像
を
再
検
討
し
な
が
ら
、
彼
を
通
し
て
『
太
平
記
』
の
、
時
代
の
切

り
取
り
方
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

妙
法
院
焼
討
事
件

鶯
の
籠
を
手
に
し
た
一
行
は
物
見
遊
山
に
行
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
道

誉
が
上
総
国
に
流
さ
れ
る
途
中
の
出
米
事
な
の
で
あ
る
。
何
故
道
誉
は
流
罪

と
な
っ
た
の
か
。
『
太
平
記
』
巻
二
十
一
第
二
章
•
第
三
章
は
事
件
を
次
の

よ
う
に
記
し
て
い
る
。

道
脊
の
一
族
若
党
ら
は
「
例
ノ
バ
サ
ラ
ニ
風
流
ヲ
盛
シ
」
て
西
山
・
東
山

の
紅
葉
を
見
た
帰
り
、
妙
法
院
の
前
を
通
り
か
か
り
、
南
庭
の
紅
葉
の
枝
を

折
り
取
っ
た
。
門
主
が
制
止
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
「
御
所
ト
ハ
何
ゾ
、
カ

タ
ハ
ラ
イ
タ
ノ
言
ヤ
」
な
ど
と
嘲
弄
、
さ
ら
に
大
き
な
枝
を
引
き
折
っ
た
。

そ
の
様
子
を
見
た
妙
法
院
門
徒
の
比
叡
山
の
法
師
た
ち
は
、
彼
等
か
ら
紅
葉

の
枝
を
奪
い
取
り
、
さ
ん
ざ
ん
に
打
っ
て
門
の
外
へ
と
追
い
出
し
た
。

こ
の
こ
と
を
聞
い
た
道
誉
は
「
何
ナ
ル
門
主
ニ
テ
モ
ヲ
ハ
セ
ヨ
、
此
比
道

誉
ガ
内
ノ
者
二
向
テ
、
左
様
ノ
事
ヲ
振
舞
ベ
キ
物
ハ
覚
ヘ
ヌ
」
と
怒
り
、
三

百
余
騎
を
率
い
て
妙
法
院
に
押
し
寄
せ
火
を
放
っ
た
。
火
は
隣
接
す
る
建
物

を
も
焼
き
尽
く
し
、
人
々
が
逃
げ
ま
ど
う
中
、
「
御
弟
子
ノ
若
宮
」
が
道
誉

の
子
息
秀
綱
に
殺
害
さ
れ
た
。
事
件
に
つ
い
て
「
穴
浅
猿
前
代
未
聞
之
悪
行

哉
、
山
門
之
嗽
訴
、
今
二
有
ナ
ン
」
と
世
間
で
は
噂
し
た
。

怒
っ
た
山
門
衆
徒
は
道
誉
親
子
の
断
罪
を
訴
え
た
。
し
か
し
足
利
尊
氏
ら

は
道
誉
を
「
贔
贋
」
、
道
誉
も
「
法
禁
ヲ
恣
二
軽
ン
ジ
テ
、
奢
移
蒲
放
也
」

と
い
う
有
様
な
の
で
、
衆
徒
は
つ
い
に
強
訴
に
及
ん
だ
。
さ
す
が
に
幕
府
も

こ
の
ま
ま
放
謹
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
道
誉
を
上
総
国
に
配
流
す
る
こ
と
に

し
た
。流

さ
れ
て
い
く
様
子
は
先
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
近
江
国
分
寺
に
着
く
と
、

鶯
の
籠
を
手
に
「
猿
皮
之
鍵
二
‘
猿
ノ
皮
ノ
腰
当
」
を
し
た
若
党
三
百
余
騎

が
従
っ
た
。
「
猿
皮
」
は
日
吉
社
の
神
使
の
猿
を
意
識
し
た
も
の
で
、
山
門

ー

へ
の
あ
て
つ
け
に
他
な
ら
な
い
。
道
々
で
は
酒
宴
を
し
、
遊
女
と
も
戯
れ
る
。

「
事
之
体
尋
常
之
流
人
ニ
ハ
替
テ
美
々
シ
ク
見
」
え
、
こ
れ
も
「
但
武
家
ノ

成
敗
ヲ
軽
忽
シ
、
山
門
之
欝
陶
ヲ
嘲
睛
シ
タ
ル
振
舞
」
で
あ
っ
た
。
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『
太
平
記
』
は
こ
の
事
件
を
「
暦
応
元
年
」
以
降
の
世
相
を
表
す
、
象
徴

り

的
な
出
来
事
の
一
っ
と
し
て
位
置
付
け
る
。
そ
の
頃
「
天
下
只
武
徳
二
帰
」

し
、
足
利
氏
を
始
め
武
家
た
ち
は
「
世
ノ
磯
ヲ
モ
不
レ
知
、
移
ヲ
極
メ
、
心

ヲ
恣
」
に
し
て
い
た
（
巻
―
-
+
―
第
一
章
）
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
『
太
平

記
』
は
、近

年
、
武
家
ノ
奢
移
、
公
家
ノ
衰
微
二
依
テ
、
（
年
中
行
事
は
）
一
事

モ
更
二
行
レ
ズ
。
サ
レ
バ
、
仏
法
モ
神
道
モ
、
朝
儀
モ
礼
節
モ
、
曾
テ

無
世
二
成
ニ
ケ
リ
、

と
述
べ
る
（
巻
二
十
五
第
一
章
）
。
そ
し
て
武
家
の
「
押
領
、
奢
移
、
バ
サ



ラ
」
に
よ
っ
て
、

国
費
人
疲
レ
テ
、
飢
饉
、
疫
欄
、
盗
賊
‘
兵
乱
止
時
ナ
シ
、
是
全
ク
天

ノ
災
ヲ
降
ス
ニ
非
ズ
、
只
国
ノ
政
無
二
依
者
也
、
然
ル
ニ
愚
ニ
シ
テ
道

ヲ
知
ル
人
ナ
カ
リ
シ
カ
バ
、
天
下
之
罪
ヲ
身
二
帰
シ
テ
、
己
ヲ
責
ル
心

無
リ
ケ
ル
ニ
ャ
‘

と
批
判
し
て
い
る
（
巻
二
十
五
第
二
章
）
。

武
家
の
専
横
か
世
の
中
を
乱
す
と
い
う
発
想
は
‘
『
太
平
記
』
の
「
甚
本
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的
な
歴
史
観
」
を
示
す
「
序
」
に
甚
づ
く
。

蒙
極
探
古
今
之
変
化
↓
察
安
危
之
所
由
ー
覆
無
レ
外
天
徳
也
、
明
君

休
レ
之
保
二
国
家
↓
載
無
レ
棄
地
道
也
、
良
臣
則
守
て
杜
稜
↓
若
其
徳
鋏

則
雖
レ
有
レ
位
不
レ
持
、
所
謂
夏
舛
杢
走
―
南
巣
↓
殷
討
敗
二
牧
野
、
其
道

違
則
雖
レ
有
レ
威
不
二
久
保
、
曽
聴
趙
高
死
二
咸
賜
一
禄
山
亡
こ
鳳
翔
↓

是
以
前
聖
慎
而
得
レ
垂
二
法
於
将
来
↓
後
昆
顧
而
不
レ
取
―
誡
於
既
往
―

乎‘

つ
ま
り
、
世
の
治
乱
は
「
天
徳
」
・
「
地
道
」
如
何
に
よ
る
と
し
、
こ
れ
を
身

に
体
し
た
者
は
国
を
治
め
、
ま
た
守
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
背
く
者
は
位
や

威
勢
を
保
つ
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。
『
太
平
記
』
は
こ
の
「
序
」
に
示

さ
れ
た
政
道
観
を
以
て
歴
史
事
象
を
捉
え
叙
述
を
展
開
さ
せ
て
い
く
。
い
わ

ば
『
太
平
記
』
に
と
っ
て
「
序
」
は
、
作
品
世
界
を
構
築
し
て
い
く
柱
の
一

つ
と
な
っ
て
い
る
。

例
え
ば
建
武
政
権
の
樹
立
と
崩
壊
と
を
描
く
際
、
『
太
平
記
』
は
後
醍
醐

天
皇
の
「
天
徳
」
を
問
題
と
す
る
。
「
臣
ノ
礼
」
を
失
っ
た
北
条
高
時
に
対

し
、
後
醍
醐
天
皇
は
「
天
二
受
ル
聖
主
、
地
二
奉
タ
ル
明
君
」
ゆ
え
に
政
権

を
築
く
こ
と
が
で
き
た
と
記
す
。
し
か
し
政
権
崩
壊
を
描
く
時
に
は
、
後
醍

醐
天
皇
の
「
政
道
ノ
正
シ
カ
ラ
ザ
ル
所
」
を
列
挙
し
て
、
「
其
徳
峡
則
雖
レ

有
レ
位
不
レ
持
」
に
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
く
。
「
庁
」
の
思
想
は
『
太
平

記
』
の
構
想
、
人
物
形
象
と
深
く
関
わ
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

「
悪
行
」
の
人
、
高
師
直
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
彼
の
描
か
れ
方
は

『
太
平
記
』
に
お
け
る
道
誉
像
を
考
え
る
際
の
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
。

師
直
は
塩
冶
判
官
の
妻
に
懸
想
、
彼
女
を
奪
い
取
る
た
め
、
塩
冶
に
謀
反
の

企
て
あ
り
と
護
言
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
塩
冶
と
妻
、
そ
し
て
幼
い
子
供
た
ち

は
凄
惨
で
哀
れ
な
最
期
を
遂
げ
る
。
こ
の
振
舞
に
対
し
『
太
平
記
』
は
い
ず

れ
報
い
を
う
け
る
こ
と
を
予
測
し
て
い
る
（
巻
二
十
一
第
八
章
）
。
師
直
が

吉
野
に
押
し
寄
せ
て
蔵
王
堂
や
天
満
神
社
を
焼
き
尽
く
し
た
こ
と
に
つ
い
て

は
「
浅
増
カ
リ
シ
有
様
也
」
と
評
し
、
「
此
悪
行
身
二
留
バ
、
師
直
忽
二
亡

ナ
ン
ズ
ト
思
ハ
ヌ
人
ハ
無
IJ
ヶ
IJ
」
と
予
告
す
る
（
巻
二
十
六
第
九
章
）
。

ま
た
「
ウ
タ
テ
カ
リ
シ
ハ
」
と
し
て
、
二
条
前
関
白
の
妹
を
盗
み
出
し
子
ま

で
な
し
た
こ
と
を
「
サ
コ
ソ
世
ノ
末
ナ
ラ
メ
、
（
略
）
ア
サ
マ
シ
カ
リ
シ
御

事
也
」
と
述
べ
る
（
巻
二
十
七
第
二
章
）
。
さ
ら
に
、
王
が
い
な
い
と
不
便

な
ら
木
か
金
で
鋳
る
か
し
て
、
本
物
の
院
や
国
王
は
流
し
て
し
ま
え
と
い
う

師
直
の
発
言
も
「
浅
増
カ
リ
シ
」
と
さ
れ
る
（
巻
二
十
七
第
六
章
）
。
光
明

寺
合
戦
で
は
伊
勢
大
明
神
が
示
顕
し
て
「
悪
行
身
ヲ
責
ル
師
直
師
泰
等
、
今

七
H
ガ
中
二
滅
ビ
ム
ズ
ル
ヲ
バ
知
ラ
ヌ
カ
」
と
述
べ
た
と
あ
り
、
悪
行
ゆ
え

に
滅
び
る
こ
と
が
再
び
予
告
さ
れ
て
い
る
（
巻
二
十
九
第
四
章
）
。
こ
の
よ

う
に
『
太
平
記
』
は
「
序
」
に
基
づ
い
て
「
上
ヲ
犯
シ
ツ
ル
師
直
師
泰
ノ
悪

行
」
を
何
度
も
批
判
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
『
太
平
記
』
の
叙
述
の
あ
り
方
か
ら
す
れ
ば
、
武
家
の
専
横
を

具
現
す
る
こ
の
妙
法
院
焼
討
事
件
も
ま
た
、
「
序
」
で
い
う
「
地
道
」
に
違

う
も
の
と
し
て
批
判
の
対
象
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
道
誉
の
行
為
そ
の
も
の

61 

は
「
悪
行
」
と
位
置
付
け
ら
れ
て
も
い
る
。
し
か
し
『
太
平
記
』
が
道
誉
に
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向
け
る
視
線
は
決
し
て
厳
し
い
も
の
で
は
な
い
。
道
誉
の
無
法
な
振
舞
、
山

門
の
強
訴
も
全
く
意
に
介
さ
な
い
傲
慢
な
態
度
、
相
手
を
挑
発
し
な
が
ら
配

流
地
に
向
か
う
様
子
な
ど
を
生
き
生
ぎ
と
描
い
て
い
る
、
そ
の
こ
と
を
見
落

と
し
て
は
な
ら
な
い
。
何
故
『
太
平
記
』
は
道
誉
を
そ
の
よ
う
に
描
く
こ
と

が
で
き
た
の
か
。

妙
法
院
焼
討
事
件
で
の
道
誉
を
み
て
い
く
と
、
彼
が
ど
ん
な
振
舞
に
及
ぼ

う
と
も
咎
め
ら
れ
て
は
い
な
い
こ
と
に
気
付
く
。
道
誉
の
一
族
若
党
ら
は
制

止
の
声
に
も
耳
を
か
さ
ず
「
御
所
ト
ハ
何
ゾ
、
カ
タ
ハ
ラ
イ
タ
ノ
言
ヤ
」
と

嘲
る
。
道
誉
も
「
何
ナ
ル
門
主
ニ
テ
モ
ヲ
ハ
セ
ヨ
、
此
比
道
誉
ガ
内
ノ
者
ニ

向
テ
、
左
様
ノ
事
ヲ
振
舞
ベ
キ
物
ハ
覚
ヘ
ヌ
」
と
奢
っ
た
物
言
い
を
す
る
。

妙
法
院
は
天
台
門
跡
寺
院
の
―
つ
で
あ
り
、
こ
の
時
の
門
主
は
光
厳
院
の
弟

の
亮
性
法
親
王
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
道
誉
等
の
奢
り
が
批
判
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
。

配
流
地
へ
向
か
う
道
脊
の
姿
は
「
バ
サ
ラ
」
大
名
の
典
型
的
な
例
の
一
っ

と
言
わ
れ
て
い
る
。
『
建
武
式
目
」
に
は
「
バ
サ
ラ
」
は
厳
重
に
禁
制
す
べ

n
 

き
も
の
と
記
さ
れ
て
い
る
。
『
太
平
記
』
に
お
い
て
も
「
バ
サ
ラ
」
は
「
政

道
之
為
二
饂
ナ
ル
物
」
の
―
つ
で
あ
り
、
世
の
中
が
乱
れ
て
い
く
原
因
と
も

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
本
話
で
は
「
事
之
体
尋
常
之
流
人
ニ
ハ
替
テ
美
々
シ

ク
見
タ
リ
ケ
ル
」
と
し
、
そ
れ
を
諫
め
る
言
葉
は
ど
こ
に
も
な
い
。

妙
法
院
を
焼
討
ち
し
た
罪
に
も
言
及
さ
れ
な
い
。
先
に
触
れ
た
師
直
の
例

だ
け
で
な
く
、
例
え
ば
鎌
倉
勢
が
谷
堂
•
浄
住
寺
に
火
を
放
っ
た
こ
と
を
、

「
偏
二
武
運
ノ
盈
ベ
キ
前
相
也
卜
、
人
皆
唇
ヲ
翻
シ
ケ
ル
ガ
、
果
シ
テ
幾
程

モ
ア
ラ
ザ
ル
ニ
（
略
）
近
江
国
番
馬
ニ
テ
亡
ニ
ケ
リ
」
と
述
べ
る
（
巻
八
第

七
章
）
。
神
杜
•
仏
閣
へ
の
非
礼
は
「
悪
行
」
と
し
て
批
判
さ
れ
、
〈
滅
び
〉

と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
道
誉
の
場
合
、
「
穴
浅
猿
前

代
未
聞
之
悪
行
哉
」
と
は
言
う
も
の
の
「
山
門
之
嗽
訴
、
今
二
有
ナ
ン
」
と

い
う
予
測
で
留
ま
っ
て
い
る
。
〈
滅
び
〉
に
関
し
て
も
本
話
の
末
尾
に
「
聞

ズ
ヤ
自
レ
古
山
門
之
訴
訟
ヲ
負
タ
ル
物
、
十
年
ヲ
過
ザ
ル
ニ
皆
滅
亡
ス
ト
云

ヒ
習
ハ
セ
リ
」
と
記
す
が
、
道
瞥
自
身
に
神
罰
が
下
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ

る。

古
博
変
打

こ
う
し
た
道
誉
の
描
き
方
は
本
話
だ
け
に
み
ら
れ
る
特
殊
な
例
で
は
な
い
。

他
の
巻
で
の
道
誉
像
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

南
朝
軍
が
都
へ
攻
め
上
り
、
足
利
軍
が
都
落
ち
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
時
‘

道
誉
は
、
自
分
が
都
を
去
っ
た
の
ち
宿
所
に
は
然
る
べ
き
大
将
か
入
る
だ
ろ

う
と
思
い
‘
六
間
の
会
所
に
畳
を
敷
ぎ
並
べ
‘
掛
物
、
花
瓶
、
香
炉
‘
錨
子
、

91 

建
蓋
を
用
意
し
、
書
院
、
寝
室
‘
詰
所
に
至
る
ま
で
見
事
に
調
え
た
°
そ
し

て
大
筒
に
酒
を
入
れ
‘
遁
世
者
二
人
に
「
誰
ニ
テ
モ
此
弊
屋
へ
御
入
候
ハ
ン

ズ
ル
人
二
‘
一
献
ヲ
勧
メ
申
セ
」
と
指
示
を
残
し
た
。
そ
の
後
、
道
誉
邸
に

打
ち
入
っ
た
楠
正
儀
は
「
情
ヲ
感
」
じ
て
屋
敷
を
焼
く
こ
と
を
中
止
。
次
に

正
儀
が
都
落
ち
す
る
際
に
は
、
前
と
何
―
つ
欠
け
る
こ
と
な
く
調
え
、
酒
肴

を
用
意
し
、
秘
蔵
の
鎧
と
白
太
刀
一
振
と
を
置
い
て
い
っ
た
。
『
太
平
記
』

は
次
の
よ
う
に
記
す
。

道
誉
ガ
此
振
舞
‘
情
深
ク
風
情
有
卜
感
ズ
ル
人
モ
ア
リ
、
例
之
古
博
突

打
二
出
抜
レ
テ
、
楠
鎧
与
太
刀
ヲ
取
ラ
レ
タ
リ
ト
笑
フ
族
モ
多
カ
リ
ケ

レ、

道
脊
は
「
例
之
占
博
変
打
」
と
は
言
わ
れ
て
い
る
が
、
笑
わ
れ
る
対
象
に

は
な
っ
て
い
な
い
。
「
古
博
変
打
」
と
い
う
の
は
、
「
老
檜
な
人
間
。
古
だ
ぬ

OI m
 

き
」
と
い
う
紅
味
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
比
喩
的
な
使
い
方
は
『
太
平
記
』
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以
前
に
遡
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
お
そ
ら
く
こ
れ
が
初
出
で
は
な
か
ろ
う
か
。

道
管
は
「
古
博
変
打
」
と
呼
ば
れ
る
要
素
を
多
分
に
持
っ
て
い
る
。
都
落
ち

を
し
た
の
が
康
安
元
年
二
三
六
一
）
、
道
誉
六
十
五
歳
、
正
儀
は
お
そ
ら

仰

く
三
十
歳
前
後
の
こ
と
。
繕
府
内
で
も
強
大
な
勢
力
を
誇
っ
て
い
た
時
期
で

あ
る
。
こ
こ
に
奄
る
ま
で
の
道
誉
は
、
例
え
ば
合
戦
で
は
、
手
勢
が
わ
ず
か

に
な
る
と
「
暫
時
間
、
事
ヲ
謀
」
て
敵
陣
に
つ
き
‘
味
方
の
人
数
が
回
復
す

る
と
元
の
陣
へ
と
戻
る
（
巻
十
四
第
五
章
）
。
あ
る
い
は
思
い
も
よ
ら
ぬ
所

か
ら
攻
め
入
る
な
ど
（
巻
二
十
九
第
二
章
）
、
大
胆
不
敵
で
人
の
意
表
を
つ

く
方
法
で
生
き
抜
い
て
ぎ
た
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
後
に
触
れ
る
が
、

道
脊
は
策
略
を
以
て
邪
魔
に
な
る
守
護
を
次
々
に
追
い
落
と
す
こ
と
で
勢
力

を
拡
大
し
て
い
く
人
物
と
し
て
も
描
か
れ
て
い
る
。
混
沌
と
し
た
時
代
に
あ

っ
て
、
そ
の
場
そ
の
場
を
咄
嵯
の
判
断
で
切
り
抜
け
て
き
た
道
誉
の
姿
と
、

「
博
突
打
」
と
い
う
勝
負
師
の
イ
メ
ー
ジ
と
が
重
な
り
合
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
こ
の
話
で
は
‘
相
手
の
心
情
を
読
ん
だ
道
脊
の
策
略
が
見
事
的
中
し

た
わ
け
で
、
正
儀
よ
り
も
道
脊
の
方
が
一
枚
上
手
で
あ
っ
た
と
捉
え
て
い
る

よ
う
だ
。

老
檜
な
道
誉
の
姿
は
他
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

山
名
師
氏
が
敵
と
な
っ
た
の
は
道
誉
の
無
礼
な
態
度
が
き
っ
か
け
で
あ
っ

g
 

た
。
師
氏
は
道
脊
邸
へ
行
き
、
若
狭
国
今
積
を
名
義
卜
だ
け
で
な
く
実
際
に

所
領
と
し
て
賜
る
こ
と
を
依
頼
し
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
道
誉
は
「
今
日

ハ
連
歌
之
会
、
茶
会
、
只
今
ハ
違
例
之
時
分
」
等
と
言
っ
て
一
度
も
対
面
に

及
ぱ
う
と
し
な
い
。
師
氏
の
恩
買
請
求
を
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。
道
管
の
態

度
に
腹
を
立
て
た
師
氏
は
‘
謀
反
を
起
こ
す
こ
と
を
決
音
吋
伯
者
国
に
帰
っ

て
挙
兵
し
、
南
朝
方
に
呼
応
し
て
京
へ
と
追
っ
た
の
だ
と
い
う
。
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細
川
清
氏
も
道
臀
と
の
確
執
に
よ
っ
て
敵
と
な
っ
た
。
原
因
の
一
っ
は
‘

清
氏
が
七
夕
の
夜
に
将
軍
を
招
き
「
七
十
番
之
歌
合
」
を
す
る
予
定
で
あ
っ

た
の
を
、
道
誉
が
豪
勢
な
七
遊
を
企
画
し
て
将
軍
を
招
請
。
清
氏
の
準
備
が

無
駄
に
さ
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
他
に
も
加
賀
国
・
摂
津
国
の
守

護
職
、
備
前
国
福
岳
庄
を
巡
る
争
い
で
「
互
二
憤
リ
深
ク
成
」
る
。
そ
ん
な

中
、
足
利
義
詮
が
清
氏
の
行
動
を
不
愉
快
に
思
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
道

誉
は
「
ス
ワ
ヤ
悪
ク
シ
ト
思
ツ
ル
相
模
守
ガ
、
過
失
ハ
一
ツ
巾
キ
ニ
ケ
ル
ハ

ト
独
咲
シ
テ
」
い
た
。
そ
こ
へ
「
外
法
成
就
之
志
一
上
人
」
が
来
て
、
清
氏

の
願
書
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
。
「
心
速
キ
者
」
で
あ
る
道
脊
は
願
書
を
入

手
し
て
、
「
是
見
給
へ
、
相
模
守
隠
謀
ノ
企
有
テ
、
志
一
上
人
二
就
テ
将
軍

ヲ
呪
咀
シ
奉
リ
候
ケ
ル
ゾ
ヤ
、
自
箪
自
判
之
願
書
分
明
二
候
上
ハ
‘
疑
フ
所

ニ
テ
候
ハ
ズ
」
と
主
張
し
た
。
清
氏
の
自
筆
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
か
っ
た
が
、

将
軍
呪
咀
の
嫌
疑
を
晴
ら
す
間
も
な
く
清
氏
は
若
狭
へ
と
落
ち
ざ
る
を
得
な

く
な
り
、
や
が
て
南
朝
に
降
っ
て
兵
を
挙
げ
た
。

幕
府
の
政
務
を
思
い
の
ま
ま
に
操
っ
て
い
た
管
領
斯
波
道
朝
も
道
誉
の
謁

゜

言
に
よ
り
失
脚
す
る
。
道
朝
は
将
軍
邸
で
の
花
見
を
計
画
。
道
誉
も
必
ず
行

く
と
承
知
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
当
日
彼
は
「
京
中
之
道
々
ノ
物
ノ
上
手
共
‘

独
モ
不
し
残
皆
引
具
テ
、
大
原
野
ノ
花
ノ
下
二
宴
ヲ
儲
」
け
る
。
そ
こ
で
は

花
木
を
そ
の
ま
ま
立
花
に
見
立
て
、
一
斤
の
名
香
を
焚
き
、
そ
の
後
ろ
に
は

幕
を
張
り
「
調
百
味
之
珍
膳
↓
飲
二
百
服
之
本
非
↓
懸
物
如
レ
山
積
上
」
る

な
ど
贅
沢
極
ま
り
な
い
遊
宴
を
催
し
た
。
「
安
カ
ラ
ヌ
事
」
に
思
っ
た
道
朝

は
、
理
由
を
つ
け
て
道
脊
が
拝
領
し
た
摂
沖
守
護
職
を
奪
い
、
多
田
庄
も
没

収
。
こ
れ
に
よ
り
道
誉
は
「
此
管
領
ヲ
失
バ
ヤ
」
と
思
い
、
折
り
に
触
れ

「
将
軍
ヘ
ゾ
謙
シ
申
」
し
た
こ
と
に
よ
り
、
逍
朝
も
や
む
な
く
越
後
へ
と
落

ち
た
。こ

の
よ
う
に
、
道
砦
は
守
護
た
ち
の
失
脚
に
関
わ
る
黒
幕
的
有
在
で
あ
り
、
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彼
の
「
バ
サ
ラ
」
な
行
動
は
相
手
を
倒
す
た
め
の
「
道
具
立
て
」
と
し
て
描

51 
り

か
れ
て
い
る
。
何
食
わ
ぬ
頻
で
相
手
を
怒
ら
せ
、
追
い
つ
め
る
だ
け
追
い
つ

め
て
お
い
て
、
事
が
起
こ
れ
ば
知
ら
な
い
ふ
り
を
す
る
と
い
う
姿
を
描
く
こ

と
で
、
『
太
平
記
』
は
老
檜
な
道
背
像
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
る
。
ま
た
、
有
力
守
護
を
次
々
と
排
除
し
て
い
く
背
景
に
は
守
護

職
•
所
領
問
題
が
絡
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
土
地
へ
の
執
着
を
持
つ
道
誉
像

も
浮
か
び
上
が
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
太
平
記
』
は
こ
の
よ
う
な
道
昏
に
対
し
て
も
批
判
の
目
を

向
け
る
こ
と
は
な
い
。
師
氏
の
恩
買
請
求
の
件
に
つ
い
て
言
え
ば
、
彼
の
短

絡
的
な
行
為
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
全
く
取
り
合
わ
な
い
道
榜
側
に
も
非
は

あ
る
。
師
氏
は
道
誉
の
行
為
を
「
加
様
二
無
礼
二
翔
フ
コ
ソ
返
々
モ
遺
恨
ナ

レ
」
「
我
―
こ
酌
如
ナ
リ
ツ
ル
者
二
、
思
知
セ
ン
ズ
ル
物
ヲ
」
と
言
う
。
し
か

し
こ
れ
ら
は
帥
氏
の
独
白
で
あ
っ
て
、
『
太
平
記
』
が
道
脊
を
直
接
批
判
す

い
Wn
 

る
こ
と
は
な
い
。
清
氏
の
将
軍
呪
岨
疑
惑
に
関
し
て
は
、
『
難
太
平
記
』
が

「
或
人
の
仕
落
た
る
に
や
」
と
記
し
て
お
り
、
実
際
に
道
臀
が
関
与
し
て
い

た
可
能
性
も
卜
分
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
『
太
平
記
』
は
匂
わ
せ
な
が

ら
も
、
道
誉
を
批
判
す
る
の
は
「
ロ
ハ
謁
人
事
ヲ
乱
テ
、
将
軍
天
下
ヲ
失
セ
給

ハ
ン
ズ
ル
」
と
の
清
氏
の
言
葉
か
ら
だ
け
あ
り
、
『
太
平
記
』
全
体
に
広
が

っ
て
い
く
こ
と
は
な
い
。
道
脊
が
道
朝
を
護
―

1

―-E
し
た
こ
と
に
対
し
て
も
‘

「
諸
人
之
慮
言
遂
二
真
偽
ヲ
不
レ
被
レ
正
シ
カ
バ
、
道
朝
無
レ
咎
而
忽
二
可
レ
討

定
ニ
ケ
リ
」
と
、
真
偽
を
確
か
め
な
か
っ
た
将
軍
の
方
に

H
が
向
け
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

『
太
平
記
』
に
は
、
古
い
権
威
や
価
値
観
を
嘲
笑
う
か
の
よ
う
な
師
直
・

道
誉
の
言
動
が
繰
り
返
し
描
か
れ
て
い
る
。
先
学
の
研
究
で
は
、
「
片
」
に

n
 

り

違
つ
彼
等
を
『
太
平
記
』
が
「
糾
明
し
て
い
る
」
と
す
る
論
が
多
い
。
し
か

し
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
両
者
を
全
く
同
じ
よ
う
に
批
判
し
て
い
る

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
師
直
に
対
す
る
『
太
平
記
』
の
視
点
と
、
道
誉
に

対
す
る
そ
れ
と
は
少
し
異
な
る
の
で
あ
る
。
『
太
平
記
』
は
「
其
道
違
則

雖
レ
有
レ
威
不
二
久
保
」
と
い
う
「
序
」
に
則
っ
て
、
悪
行
を
行
う
師
直
を

批
判
し
、
〈
滅
び
〉
と
結
び
付
け
て
い
く
。
一
方
、
逍
誉
の
無
礼
な
態
度
や

遥
言
、
贅
を
凝
ら
し
た
遊
び
等
は
‘
妙
法
院
焼
討
事
件
に
限
ら
ず
他
の
巻
に

お
い
て
も
直
接
批
判
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ら
を
「
道
誉
に
対
す
る
作

⑳
 

者
の
好
意
」
と
言
っ
て
し
ま
う
の
は
性
急
す
ぎ
よ
う
。
『
太
平
記
』
が
道
脊

を
批
判
し
な
い
の
は
‘
逍
性
に
対
し
て
「
序
」
で
言
う
「
其
道
」
に
違
う
か

ど
う
か
と
い
う
判
断
を
迫
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
枠
組
か
ら
道
誉

を
解
放
す
る
こ
と
で
、
『
太
平
記
』
は
型
破
り
で
エ
ネ
ル
キ
ソ
シ
ュ
な
道
昏

像
を
形
象
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
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四

「
序
」
と
の
関
わ
り

「
序
」
と
い
う
枠
組
か
ら
外
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
『
太
平
記
』
が
無
頓
着

で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
妙
法
院
焼
討
事
件
の
末
尾
に
は
次
の
よ
う
な
一

文
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。

聞
ズ
ヤ
自
レ
占
山
門
之
訴
訟
ヲ
負
タ
ル
物
、
十
年
ヲ
過
ザ
ル
ニ
皆
滅
亡

ス
ト
云
ヒ
習
ハ
セ
リ
、
治
承
ニ
ハ
新
大
納
言
成
親
卿
、
西
光
、
西
景
‘

安
元
ニ
ハ
ニ
条
関
白
師
通
公
、
其
外
迂
々
之
輩
者
不
レ
可
―
勝
計
↓
サ

レ
バ
コ
ソ
導
誉
モ
行
末
如
何
力
有
ラ
ン
ズ
ラ
ン
ト
‘
智
有
ル
人
者
眼
ヲ

付
テ
怪
見
ケ
ル
ガ
、
果
シ
テ
（
略
）
導
脊
ガ
鐘
愛
ノ
嫡
子
秀
縄
ハ
、
昭

田
ニ
テ
山
法
師
二
被
レ
討
ヌ
‘
其
弟
四
郎
左
衛
門
者
、
大
和
国
内
郡
二

テ
野
伏
共
二
射
殺
サ
レ
ヌ
‘
嫡
孫
近
汀
判
官
秀
詮
‘
舎
弟
次
郎
左
衛
門

尉
二
人
者
、
摂
津
国
中
嶋
合
戦
之
時
、
南
方
ノ
知
己
二
被
石
5

ニ
ケ
リ
‘



是
等
ハ
皆
医
王
山
王
之
冥
見
ニ
カ
ケ
ラ
レ
シ
故
ニ
テ
ゾ
有
ラ
ン
ト
、
見

聞
ノ
人
舌
ヲ
振
、
ヲ
ヂ
恐
ヌ
人
ハ
無
リ
ケ
iJ
、

つ
ま
り
、
「
山
門
之
訴
訟
」
を
受
け
た
者
は
「
皆
滅
亡
ス
」
と
言
わ
れ
て

お
り
、
今
回
も
そ
の
因
果
が
道
脊
の

f
息
や
孫
に
及
び
、
全
員
討
死
し
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
証
と
し
て
『
太
平
記
』
は
『
平
家
物
語
』
に
見
え
る
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成
親
や
西
光
、
師
通
の
先
例
を
引
く
。
い
ず
れ
も
山
門
か
ら
訴
訟
さ
れ
た
本

人
が
山
王
権
現
の
神
罰
を
受
け
て
お
り
、
そ
れ
に
従
え
ば
道
臀
に
も
神
罰
が

下
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
「
序
」
に
照
ら
し
て
み
て
も
「
其
道
」
に
違
う
行

為
に
よ
っ
て
「
雖
レ
有
レ
威
不
二
久
保
こ
と
な
る
は
す
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

そ
の
後
も
道
誉
の
身
に
変
化
は
な
く
‘
い
つ
の
ま
に
か
政
権
に
復
帰
し
て
い

8
 

る
。
そ
こ
で
『
太
平
記
』
は
先
例
や
「
序
」
と
は
異
な
る
現
実
を
説
明
し
よ

う
と
し
て
、
道
脊
の
子
供
や
孫
が
討
死
し
た
こ
と
を
盃
医

I
山
王
之
冥
見
二

カ
ケ
ラ
レ
シ
故
」
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
合
戦
に
よ
る
討
死
と
医
王
山
王
の
神
罰
と
を
結
び
付
け
る
の
は
‘

n2 

や
や
強
引
な
説
明
と
思
わ
れ
る
。
古
活
字
本
が
、

弓
馬
ノ
家
ナ
レ
バ
本
意
ト
ハ
申
ナ
ガ
ラ
、
是
等
ハ
皆
医
王
山
王
ノ
冥
見

二
懸
ラ
レ
シ
故
ニ
テ
ゾ
ア
ル
ラ
ン
ト
、
見
聞
ノ
人
舌
ヲ
弾
シ
テ
、
擢
レ

思
ハ
ヌ
物
ハ
無
リ
ケ
リ
。21 り

と
言
葉
を
付
加
し
、
天
正
本
も
‘

道
誉
は
老
木
の
枝
な
き
が
如
く
に
な
っ
て
、
幾
多
の
愁
涙
を
袖
に
洒
き

し
は
、
何
様
医
王
山
王
の
冥
見
に
懸
け
ら
れ
し
故
に
て
ぞ
あ
る
ら
ん
と
‘

神
威
を
恐
れ
ぬ
物
ぞ
な
か
り
け
る
。

と
、
子
や
孫
に
先
立
た
れ
た
悲
し
み
と
結
び
付
け
た
の
も
、
そ
う
し
た
強
引

さ
を
解
消
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
ま
た
彼
等
の
死
が
た
と
え

神
罰
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
息
子
秀
綱
の
死
は
巻
三
十
四
第
一
章
に
お
い
て

「
軽
レ
命
、
其
間
二
主
上
延
サ
セ
御
座
ス
事
、
偏
二
秀
綱
ガ
依
二
武
功
↓
其
忠

異
レ
他
」
と
高
く
評
価
さ
れ
て
お
り
、
『
太
平
記
』
の
中
で
も
死
の
扱
い
に

矛
盾
を
見
せ
て
い
る
。

末
尾
の
説
明
は
‘
〈
山
門
の
呪
咀
を
受
け
れ
ば
必
ず
報
い
を
得
る
〉
と
い

う
先
例
の
型
に
当
て
は
め
て
解
釈
し
よ
う
と
、
子
や
孫
の
合
戦
に
よ
る
討
死

を
わ
ざ
わ
ざ
付
加
し
、
そ
れ
を
神
罰
と
み
な
そ
う
と
す
る
。
し
か
し
道
脊
自

身
が
報
い
を
得
な
い
の
で
、
そ
の
先
例
は
何
ら
説
得
力
を
持
た
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
道
誉
を
そ
の
型
に
取
り
込
め
き
れ
て
い
な
い
こ
と

に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
そ
れ
ま
で
の
彼
の
奔
放
な
姿
や
勢
い
と
い
っ
た
も
の

も
削
が
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
「
序
」
や
先
例
に
こ
だ
わ
る
一
面

を
『
太
平
記
』
は
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

枠
組
に
当
て
は
め
た
が
故
に
精
彩
を
欠
く
人
物
と
な
っ
た
典
型
的
な
例
が

足
利
尊
氏
像
で
あ
る
。
腺
氏
は
持
明
院
統
の
院
宣
を
得
る
ま
で
は
「
朝
敵
」

で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
「
朝
敵
」
と
な
っ
た
者
は
「
遂
二
身
ヲ
刑
数
ノ
下
二

悔
ヒ
、
戸
ヲ
獄
門
ノ
前
二
曝
」
し
た
と
言
い
（
巻
十
六
第
四
章
）
、
先
例
に

従
え
ば
尊
氏
も
同
じ
運
命
を
辿
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
彼
は
滅
び
る
こ
と

は
な
く
‘
雑
府
を
誕
生
さ
せ
て
い
る
。
『
太
平
記
』
は
過
去
の
先
例
と
は
異

な
る
現
実
、
つ
ま
り
「
朝
敵
」
と
な
っ
た
が
滅
び
な
い
尊
氏
を
描
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
『
太
平
記
』
は
、
後
醍
醐
天
皇
と
対
立
す
る
こ
と
に
は
消
極
的
な

尊
氏
像
を
形
象
す
る
。
尊
氏
は
新
田
義
貞
が
朝
敵
追
罰
の
宣
旨
を
得
て
京
都

を
出
発
し
た
時
も
、
「
諄
氏
二
於
テ
ハ
君
二
向
ヒ
参
セ
テ
、
弓
ヲ
引
キ
矢
ヲ

放
シ
候
事
不
レ
可
レ
有
」
と
言
っ
て
引
ぎ
こ
も
る
（
巻
十
四
第
二
章
）
。
挙
兵

後
も
「
全
ク
君
傾
奉
卜
思
二
非
ズ
、
只
義
貞
二
逢
テ
憤
ヲ
散
ゼ
ム
為
也
キ
」
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と
言
っ
た
り
（
巻
十
七
第
十
章
）
、
「
是
全
ク
君
二
白
奉
テ
、
反
逆
ヲ
企
ン
ト

ニ
ハ
候
ハ
ズ
、
只
義
貞
ガ
一
類
ヲ
亡
テ
、
向
後
ノ
謁
臣
ヲ
コ
ラ
セ
ム
ト
存
ル

iit
ニ
テ
候
也
」
と
述
べ
て
い
る
（
巻
十
七
第
十
二
章
）
。
こ
の
よ
う
に
後
醍

醐
天
皇
と
は
対
立
す
る
慈
志
が
な
い
こ
と
を
繰
り
返
し
描
く
こ
と
で
、
『
太

平
記
』
は
咋
氏
を
「
朝
敵
」
と
位
置
付
け
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
す
る
。

そ
の
姿
勢
と
相
ま
っ
て
、
『
太
平
記
』
は
尊
氏
を
特
に
批
判
す
る
こ
と
が

な
い
。
史
実
で
は
謀
反
が
発
覚
し
た
直
後
の
諄
氏
は
無
位
無
官
と
な
っ
た
が
、

国

『
太
平
記
』
は
彼
を
「
将
軍
」
「
尊
氏
卿
」
と
呼
称
し
て
い
る
。
ま
た
、
合
戦

に
敗
れ
た
足
利
勢
が
「
我
等
朝
敵
タ
ル
故
力
、
山
門
ノ
呪
咀
セ
ラ
ル
、
故

敗
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
も
‘
「
謀
ノ
拙
キ
所
ヲ
バ
閣
テ
、
人
々

怪
シ
ミ
思
ケ
ル
心
ノ
程
コ
ソ
愚
ナ
レ
」
と
言
い
、
「
朝
敵
」
で
あ
る
こ
と
を

「
愚
」
と
は
し
な
い
（
巻
十
五
第
七
章
）
。

ま
た
具
体
的
な
軍
事
・
政
治
行
動
は
描
か
ず
、
合
戦
で
も
武
将
と
し
て
活

41 
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躍
す
る
姿
は
な
い
。
正
月
十
六

H
合
戦
で
追
い
つ
め
ら
れ
た
尊
氏
は
「
腰
刀

ヲ
抜
カ
ン
ト
シ
給
フ
事
、
三
ヶ
度
マ
デ
」
あ
っ
た
と
し
つ
つ
も
「
御
運
ャ
ッ

ヨ
カ
リ
ケ
ン
」
と
い
う
語
句
を
挟
ん
で
、
追
手
が
引
き
返
し
た
の
で
助
か
っ

た
と
す
る
（
巻
十
五
第
六
章
）
。
ニ
ト
七
日
合
戦
の
際
も
腺
氏
は
義
貞
に
首

を
狙
わ
れ
る
が
「
圏
強
シ
テ
」
命
拾
い
し
た
（
巻
十
五
第
七
章
）
と
あ
り
、

尊
氏
の
「
運
」
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
る
。
几
州
平
定
に
成
功
し
た
の
は
足
利

直
義
が
菊
池
勢
と
の
戦
い
に
勝
利
し
た
結
果
で
あ
っ
た
が
、
『
太
平
記
』
は

「
是
全
ク
菊
池
ガ
不
覚
ニ
モ
非
ズ
、
又
左
馬
頭
ノ
謀
ニ
モ
ヨ
ラ
ズ
、
只
将
軍

天
下
ノ
主
卜
成
給
ベ
キ
過
去
ノ
善
因
」
に
よ
る
と
説
明
し
て
い
る
（
巻
|
五

第
十
五
章
）
。

さ
ら
に
反
逆
者
と
し
て
の
姿
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
ぬ
よ
う
‘
淳
氏
を
象

徴
的
な
存
在
と
し
て
も
位
置
付
け
て
い
く
。
建
武
政
権
が
始
ま
っ
た
直
後
か

ら
万
里
小
路
藤
房
は
「
今
若
武
家
ノ
棟
梁
卜
成
ヌ
ベ
キ
器
用
ノ
仁
出
来
」
す

れ
ば
「
政
道
ヲ
猜
天
下
之
士
」
が
集
ま
る
だ
ろ
う
と
言
い
（
巻
十
三
第
二

章
）
、
人
々
も
「
武
家
四
海
ノ
権
ヲ
執
ル
世
中
二
又
ナ
レ
カ
シ
」
と
願
う

（
巻
十
二
第
一
章
）
。
そ
の
期
待
を
担
っ
て
登
場
す
る
の
が
尊
氏
で
あ
る
。
足

利
氏
の
中
に
「
武
家
ノ
棟
梁
卜
成
ヌ
ベ
キ
人
」
が
い
る
と
聞
け
ば
「
誰
力
馳

参
ラ
デ
候
ベ
キ
」
（
巻
卜
四
第
二
章
）
と
い
う

f
測
通
り
、
尊
氏
の
挙
兵
に

よ
り
諸
国
の
兵
「
＋
万
余
騎
」
が
つ
き
従
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、

「
源
氏
」
の
「
門
楯
」
で
あ
る
義
貞
と
の
戦
い
に
勝
利
し
、
征
免
将
軍
に
任

命
さ
れ
た
こ
と
で
腺
氏
は
名
実
共
に
「
武
家
ノ
棟
梁
」
と
な
る
。
つ
ま
り

『
太
平
記
』
は
政
権
を
奪
い
取
る
人
物
と
し
て
で
は
な
く
、
次
の
政
権
を
担

う
〈
象
徴
〉
と
し
て
尊
氏
を
位
置
付
け
て
い
く
こ
と
で
、
室
町
幕
府
の
誕
生

を
描
く
の
で
あ
る
。

「
序
」
に
照
ら
し
て
考
え
れ
ば
、
「
臣
」
尊
氏
は
「
君
」
後
醍
醐
帝
に
弓
を

引
い
た
こ
と
で
「
雖
レ
打
5

威
不
二
久
保
」
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し

現
実
は
幕
府
を
誕
生
さ
せ
て
お
り
、
そ
れ
を
あ
り
の
ま
ま
描
く
こ
と
は

「
序
」
の
理
念
を
崩
壊
さ
せ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。
そ
こ
で
後
醍
醐
帝
に

対
す
る
反
逆
行
為
は
削
ぎ
落
と
し
て
し
ま
い
、
「
運
」
や
「
過
去
ノ
善
因
」

を
持
ち
出
し
、
ま
た
象
徴
的
存
在
と
杓
置
付
け
る
こ
と
で
、
尊
氏
が
同
を
治

め
て
い
く
姿
を
描
こ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
曖
昧
で
抽
象
的
な
尊
氏
像
が

形
象
さ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
『
太
ギ
記
』
は
「
序
」
の
枠
組
を
守
っ
た
の
で

51 n
 

あ
る
。そ

こ
ま
で
「
序
」
に
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
い
な
が
ら
、
道
脊
像
の
は
と
ん

ど
が
そ
れ
に
即
し
て
描
か
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
注

H
す
べ
き
点
で
あ
ろ

、
7
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終
わ
り
に

何
故
こ
の
世
は
乱
れ
る
の
か
、
『
太
平
記
』
は
問
い
続
け
て
い
く
。
「
伝
統

⑯
 

的
価
値
観
で
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
新
し
い
時
代
の
世
相
」
を
目
の
前
に
し
て

も
、
そ
の
姿
勢
を
変
え
る
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
に
生
き
る
人
間
た
ち
の
姿
を
、

『
太
平
記
』
は
生
々
し
く
浮
び
上
が
ら
せ
て
い
こ
う
と
す
る
。

古
い
価
値
観
や
権
威
に
と
ら
わ
れ
な
い
人
物
に
師
直
や
道
誉
が
い
た
。

師
直
の
場
合
、
「
其
道
」
に
違
う
言
動
を
「
序
」
に
即
し
て
批
判
し
、

「
雖
レ
有
レ
威
不
―
―
久
保
こ
と
な
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
く
。
師
虹
の
悪
行
を

描
く
筆
が
冴
え
る
の
は
、
「
序
」
の
枠
組
の
中
で
〈
滅
び
〉
に
向
か
っ
て
の

悪
行
を
徹
底
的
に
描
く
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

一
方
、
道
誉
は
悪
行
を
行
う
に
も
関
わ
ら
ず
滅
び
る
こ
と
は
な
い
。
彼
を
、

尊
氏
の
如
く
「
序
」
の
枠
組
に
沿
う
よ
う
に
描
い
て
い
く
こ
と
も
可
能
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
か
、
そ
の
よ
う
に
は
形
象
せ
ず
‘
「
其
道
」
に
違
う
か
ど

う
か
と
い
う
判
断
も
迫
ら
な
い
。
『
太
平
記
』
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
作
品
世

界
そ
の
も
の
を
破
綻
さ
せ
て
し
ま
う
危
険
性
を
は
ら
む
。
し
か
し
「
序
」
と

は
異
な
る
現
実
を
掴
み
取
る
た
め
の
新
し
い
理
念
は
、
ま
だ
確
立
し
得
て
い

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
道
誉
を
ど
の
よ
う
に
描
く
か
模
索
し
た

結
果
、
こ
だ
わ
り
続
け
た
「
序
」
と
い
う
枠
組
を
あ
え
て
手
放
す
こ
と
で
道

誉
像
を
形
象
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
道
脊
の
悪
行
を
生
ぎ
生
き
と
描
く

こ
と
が
で
き
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
『
太
平
記
』
の
限
界
な
の
で
は
な
く
、
時
代
を
捉
え
よ
う
と
す
る

梢
極
的
な
姿
勢
の
現
れ
で
あ
る
。
例
え
ば
「
バ
サ
ラ
」
と
い
う
側
面
を
考
え

て
み
よ
う
。
先
に
見
た
よ
う
に
「
バ
サ
ラ
」
は
、
『
建
武
式
目
』
で
は
厳
制

す
べ
き
対
象
と
し
て
、
『
太
平
記
』
に
お
い
て
も
政
道
を
乱
す
も
の
の
一
っ

と
し
て
数
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
見
方
を
か
え
れ
ば
「
バ
サ
ラ
」

が
「
時
勢
粧
」
と
し
て
そ
れ
だ
け
世
に
広
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
も
示
し
て
い

る
。
『
太
平
記
』
に
と
っ
て
逍
昏
の
「
バ
サ
ラ
」
を
追
い
か
け
る
こ
と
は
‘

世
相
の
一
端
を
掴
む
手
段
の
―
つ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
道
誉
の
数
々
の
策
謀

に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
議
言
や
策
略
で
守
護
た
ち
を
陥
れ
る
道

誉
は
「
序
」
に
即
し
て
批
判
の
対
象
と
な
り
う
る
が
、
同
時
に
そ
う
し
た
や

り
方
こ
そ
道
誉
の
力
を
強
大
な
も
の
に
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
先
の
読
め

な
い
混
沌
と
し
た
時
代
の
中
で
、
道
誉
が
ど
の
よ
う
に
し
て
確
固
た
る
地
位

を
築
い
て
い
く
の
か
を
見
つ
め
る
こ
と
で
、
『
太
平
記
』
は
こ
の
時
代
を
生

き
抜
い
て
い
く
人
間
を
捉
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
時
代
を
つ
き
動
か
し

て
い
く
も
の
は
何
か
を
追
い
求
め
る
『
太
平
記
』
に
と
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の

文
化
も
権
威
も
価
値
観
も
す
べ
て
打
ち
壊
し
て
し
ま
う
道
臀
と
い
う
人
間
は
‘

無
視
の
で
き
な
い
存
在
と
言
え
よ
う
。

「
序
」
は
興
亡
を
描
く
―
つ
の
基
準
で
あ
り
、
「
序
」
の
理
念
が
あ
る
か
ら

こ
そ
、
そ
の
通
り
に
は
い
か
な
い
世
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
し
て
『
太
平
記
』
は
「
序
」
と
い
う
枠
組
に
こ
だ
わ
り
つ
つ
も
、
自
ら
そ

れ
を
叩
き
壊
す
こ
と
で
こ
の
時
代
の
人
間
を
捉
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
全
く
異
な
る
視
点
が
混
在
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
道
誉

と
い
う
人
間
を
躍
動
感
溢
れ
る
人
物
と
し
て
描
き
き
る
こ
と
も
可
能
に
し
た
。

『
太
平
記
』
は
あ
る
―
つ
の
価
値
観
や
論
理
に
偏
ら
ず
、
複
眼
的
な
視
点
を

も
っ
て
世
相
と
そ
こ
に
生
き
る
人
間
た
ち
を
掴
み
取
っ
て
い
る
。
時
代
の
切

り
取
り
方
も
―
つ
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
「
序
の
方
法
」
「
不
思
議
の
方
法
」

が
『
太
平
記
』
に
「
一
貫
し
て
み
る
こ
と
の
で
き
る
基
本
的
な
方
法
で
あ

り
3

る
」
と
指
摘
さ
れ
て
ぎ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
『
太
平
記
」
を
読
む
上
で

取
り
零
し
て
し
ま
う
点
が
数
多
く
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
今
後
は
そ
れ
ら
も
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含
め
て
様
々
な
視
点
の
あ
り
方
を
探
り
、
総
合
的
に
捉
え
て
い
く
こ
と
で
、

『
太
平
記
』
の
読
み
を
深
め
て
い
き
た
い
。

注①
結
崎
座
の
座
規
の
一
っ
と
し
て
「
申
楽
談
儀
』
に
み
え
る
。
引
用
は
日
本
思
愁

大
系
『
世
阿
弥
禅
竹
』
に
よ
る
。

②
鶯
の
美
し
い
鳴
ぎ
声
は
和
歌
や
漢
詩
等
に
詠
ま
れ
て
き
た
が
、
わ
ざ
わ
ざ
飼
っ

て
そ
の
声
を
楽
し
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
平
安
時
代
の
史
料
に
は
見
え
な
い
。

③
『
百
錬
抄
』
寛
治
五
年

(
1
0九
一
）
「
九
月
六
日
。
内
裏

iIO」
（
新
nJ
増

補
国
史
大
系
）
、
『
玉
葉
』
承
安
三
年
（
一
―
七
三
）
五
月
二
日
条
「
此
日
、
院
中

有
二
鶉
合
事
一
」
（
国
書
刊
行
会
）
、
「
明
月
記
」
建
暦
二
年
(
―
ニ
―
―
-
）
+
―
―

月
十

H
条
「
又
今
日
於
馬
場
殿
鳩
合
負
態
、
左
金
吾
経
背
其
風
流
只
金
銀
錦
繍
虚

善
盛
美
云
々
」
（
固
書
刊
行
会
）
な
ど
の
記
事
が
見
え
る
。

田
『
教
―
―
―
口
卿
記
』
の
引
用
は
史
料
纂
集
に
よ
る
。
『
看
聞
御
記
』
（
続
群
書
類
従
）

永
享
七
年
(
-
四
三
五
）

h
月
一

H
条
「
早
朝
鶯
合
。
一
方
不
鳴
。
無
興
也
」
、

同
「
三
日
。
朝
鶯
合
。
行
豊
朝
臣
。
重
賢
持
参
。
行
豊
朝
臣
鳥
勝
」
、
『
実
隆
公

記
』
（
群
書
類
従
）
明
応
五
年
(
-
四
九
六
）
六
月
五
日
条
「
抑
今
朝
細
川
安
房

守
為

・-lI見
物
嘉
ヵ
レ
来
之
由
再
三
命
レ
之
」

固
『
太
平
記
』
巻
二
十
一
第
三
章
。
な
お
『
太
平
記
』
本
文
の
引
用
は
、
特
に
注

記
の
な
い
限
り
西
源
院
本
(
J
J
江
書
院
）
に
よ
る
。
よ
み
仮
名
等
は
省
略
し
た
。

引
用
文
中
の
傍
線
は
す
べ
て
引
用
者
に
よ
る
。
こ
の
記
事
で
は
「
鶯
合
」
と
い
う

言
葉
は
使
わ
れ
て
い
な
い
が
、
鶯
を
飼
っ
て
お
く
籠
「
鶯
ノ
籠
」
と
い
う
言
葉
は

こ
れ
が
初
出
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
「
鶯
合
」
の
初
例
と
目
さ
れ
る
。

⑥
森
茂
暁
氏
は
「
室
町
文
化
の
揺
藍
期
に
お
け
る
前
衛
的
な
、
し
か
も
璽
要
な
推

進
者
」
と
言
い
、
佐
藤
和
彦
氏
は
「
ま
さ
に
噴
出
し
よ
う
と
し
た
新
し
い
諸
文
芸

の
生
命
を
正
当
に
評
価
し
え
た
人
物
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
永
積
安
明
氏
は

「
日
本
芸
能
史
の
上
に
残
し
た
彼
の
足
跡
も
‘
見
遁
す
こ
と
の
で
き
な
い
独
特
の

世
界
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

森
茂
暁
氏
『
佐
々
木
導
誉
」
（
吉
川
弘
文
館
。
平

9
.
5
.
l
)
。

佐
藤
和
彦
氏
[
パ
サ
ラ
大
名
の
虚
と
実
|
佐
々
*
道
菩

i

の
場
合
1

」
（
東
京
学

芸
大
学
紀
要
第
三
部
門
社
会
科
学
第
31
集
。
平
2
.
1
)
。

永
積
安
明
氏
他
『
太
平
記
の
世
界
変
革
の
時
代
を
読
む
』
（
日
本
放
送
出
版

協
会
。
昭

4
2
.
1
2
.
1
0
)
。

m
注
6
の
森
氏
の
著
書
に
よ
れ
ば
、
人
集
状
況
は
①
救
済
②
尊
胤
法
親
王
③
二
条

良
甚
④
佐
々
木
導
誉
の
順
に
な
る
と
い
う
。

⑧
『
園
太
暦
』
（
史
料
纂
集
）
延
文
二
年
(
-
三
五
七
）
八
月
六
日
条
「
（
略
）
関

（
准
イ
）

白
称
菟
玖
波
集
連
歌
打
聞
張
行
、
剰
可
唯
勅
撰
之
旨
被
申
下
綸
旨
、
是
道
誉
法
師

(
9
、

)

令
、
申
沙
汰
、
未
曾
有
事
也
」

⑨
『
申
楽
談
儀
』
に
は
観
阿
弥
か
「
我
が
風
体
の
師
也
」
と
言
っ
た
一
忠
に
つ
い
て

道
誉
か
語
っ
た
こ
と
や
、
道
阿
の
音
曲
を
「
日
本
ご
と
褒
め
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。
『
習
道
集
」
（
日
本
思
想
大
系
）
に
も
大
和
猿
楽
の
名
生
の
笛
に
「
感
ぜ

ら
れ
た
る
」
こ
と
が
見
え
る
。
当
時
、
田
楽
か
人
気
で
あ
っ
た
こ
と
は
「
一
一
条
河

原
落
書
」
（
群
書
類
従
『
建
武
年
間
記
』
）
に
「
大
田
楽
ハ
関
東
ノ
。
ホ
ロ
プ
ル

物
卜
云
ナ
ガ
ラ
。
田
楽
ハ
ナ
ヲ
ハ
ヤ
ル
ナ
リ
」
な
ど
か
ら
窺
え
る
。

⑩
鎌
倉
時
代
後
期
頃
か
ら
唐
物
は
大
変
流
行
し
た
。
『
徒
然
草
』
（
新
日
本
古
典
文

学
大
系
）
に
は
「
唐
物
は
‘
薬
の
他
は
‘
皆
無
く
と
も
事
欠
く
ま
じ
。
（
略
）
唐

船
の
た
や
す
か
ら
ぬ
道
に
、
不
用
の
物
ど
も
の
み
取
り
積
み
て
所
狭
く
渡
し
持
て

来
る
、
い
と
愚
か
な
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
閾
茶
は
栂
尾
の
茶
（
本
茶
）
と
そ

の
他
（
非
茶
）
と
の
味
を
飲
み
わ
け
て
勝
負
す
る
。
南
北
朝
頃
か
ら
盛
ん
に
行
わ

れ
て
い
る
。
七
遊
も
こ
の
頃
流
行
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
二
条
良
基
の
「
お
も

ひ
の
ま
、
の
日
記
」
（
群
書
類
従
）
に
は
‘
「
七
月
に
も
な
り
ぬ
、
（
略
）
七
日
は

七
百
首
の
詩
‘
七
百
首
の
歌
、
七
調
子
の
管
弦
、
七
十
約
の
連
句
‘
七
十
約
の
連

歌
、
七
百
の
か
す
の
ま
り
、
七
こ
ん
の
御
酒
な
り
、
さ
ま
人
¥
‘
れ
い
の
事
な
れ
ば
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注
に
及
ば
ず
」
と
記
し
て
い
る
。

仰
『
日
本
芸
能
史
』
第

2

巻
•
第
3

巻
参
照
（
日
本
芸
能
史
編
纂
会
。
法
政
大
学

出
版
局
。
陶•
6
.
1
0／
図
．6
．

1
0
)。
花
伝
書
が
で
ぎ
‘
様
式
が
整
え
ら
れ

た
の
は
室
町
中
期
頃
に
な
る
。
「
日
本
芸
能
史
』
で
は
「
花
を
鑑
賞
す
る
行
為
を
、

人
工
的
、
人
為
的
に
芸
能
化
し
、
こ
れ
に
雄
渾
な
生
命
力
を
与
え
た
こ
と
は
‘
ば

さ
ら
に
お
い
て
初
め
て
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

⑫
網
羅
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
例
え
ば
大
森
北
義
氏
は
『
太
平
記
』
の
記
事

の
構
成
か
ら
「
道
誉
・
師
直
・
頼
遠
ら
の
所
行
を
糾
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と

論
し
て
い
る
。
鈴
木
登
美
恵
氏
は
「
既
成
倫
理
を
無
視
し
た
自
由
奔
放
な
道
誉
の

行
動
に
冷
静
な
批
判
の
目
を
む
け
て
ゐ
る
」
の
は
天
正
本
以
外
の
諸
本
に
共
通
す

る
と
見
て
い
る
。
ま
た
長
谷
川
端
氏
は
、
『
太
平
記
」
の
「
美
々
シ
ク
見
エ
タ
リ

ケ
ル
」
と
い
う
表
現
か
ら
「
道
誉
に
対
す
る
作
者
の
好
意
」
が
感
じ
ら
れ
る
と
指

摘
。
道
誉
像
全
体
を
通
し
て
み
て
も
、
作
者
が
道
誉
を
「
理
解
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る

e

大
森
北
義
氏
『
『
太
平
記
』
の
構
想
と
方
法
]
（
明
治
書
院
。
昭

6
3
.
3
.
3
0
)
。

鈴
木
登
美
恵
氏
「
佐
々
木
道
誉
を
め
ぐ
る
太
平
記
の
本
文
異
同
ー
天
正
本
の
類

の
増
補
改
訂
の
立
場
に
つ
い
て
ー
」
（
「
軍
記
と
語
り
物

2
」
昭

39)
。

長
谷
川
端
氏
『
太
平
記
の
研
究
』
（
汲
古
書
院
。
昭

5
7
.
3
.
3
1
)
。

⑬
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
注

7
森
氏
の
著
書
、
林
屋
辰
三
郎
『
佐
々
木
道
誉
南

北
朝
の
内
乱
と
〈
ば
さ
ら
〉
の
美
』
（
平
凡
社
。
平

7
.
2
.
1
5
)
な
ど
を
初
め
、

多
く
の
指
摘
が
あ
る
。

⑭

注

12
の
大
森
氏
著
書
、
石
田
洵
氏
「
『
太
平
記
』
欠
巻
を
越
え
る
も
の
ー
「
時

勢
粧
」
の
流
れ
ー
」
（
「
軍
記
文
学
の
系
譜
と
展
開
ー
梶
原
正
昭
先
生
古
稀
記
念
論

文
集
—
'
』
。
梶
原
正
昭
他
。
汲
古
書
院
。
平1
0
.
3
)参
照
。

⑮

注

12
の
大
森
氏
著
書
。
「
序
」
に
つ
い
て
は
増
田
欣
氏
「
『
太
平
記
』
の
比
較
文

学
的
研
究
」
（
角
川
書
店
。
昭

5
1
.
3
.
3
1
)
、
青
木
晃
氏
「
『
太
平
記
』
「
序
」
の

意
義
」
（
「
太
平
記
研
究
」
第
七
号
。
昭

5
7
.
1
2
)
、
注

6
永
積
氏
著
書
な
ど
を
参

召＂。B"
 

⑯
事
件
を
記
す
『
中
院
一
品
記
』
（
大
日
本
史
料
第
1

ハ
編
之
六
）
は
「
言
語
道
断

之
悪
行
、
頗
天
晩
之
所
為
賊
」
「
彼
迫
抒
配
流
之
休
、
軽
忽
不
可
思
謡
也
、
只
以

遊
邸
之
体
為
先
、
武
家
之
沙
汰
軽
式
也
」
と
強
い
調
子
で
記
し
て
い
る
。

仰

注

12
の
長
谷
川
氏
若
書
、
注

6
永
柏
氏
牝
杏
で
も
、
道
性
が
生
き
生
き
と
描
か

れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
が
、
『
太
平
記
』
の
方
法
と
絡
め
て
論
じ
た
も

の
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑱
『
建
武
式
目
』
（
群
書
類
従
）
に
は
「
一
可
被
行
倹
約
事
。
近

H
号
二
婆
佑

應

専

好
1

一
過
差
↓
綾
羅
錦
鱗
粕
好
銀
剣
。
風
流
服
飾
。
無
し
不
し
驚
し
目
し
頗

可
し
謂
二
物
狂
―
欺
。
（
略
）
尤
可
レ
有

1

一
厳
制
―
乎
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

⑲
『
太
平
記
』
巻
三
十
六
第
九
章
。

⑳
日
本
古
典
文
学
大
系
『
太
平
記
三
』
、
新
潮
日
本
古
典
船
成
『
太
平
記
五
』

の
頭
注
な
ど
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

仰
正
俄
の
生
没
年
は
未
詳
。
『
太
平
記
』
に
よ
れ
は
父
正
成
が
涙
川
で
自
害
し
た

延
冗
元
年
(
-
三
三
六
）
に
は
正
行
は
十
一
歳
と
す
る
。
こ
れ
を
信
じ
れ
ば
兄
正

行
は
嘉
暦
元
年
二
三
二
六
）
に
生
ま
れ
、
弟
正
儀
は
そ
れ
以
降
の
生
ま
れ
と
い

う
こ
と
に
な
る
し
そ
こ
か
ら
三
十
歳
前
後
と
推
定
し
た
。

g
『
太
平
記
』
巻
三
十
二
第
三
章
。

闘
『
太
平
記
』
巻
三
十
六
第
六
章
。

⑳
『
太
平
記
』
巻
三
十
九
第
六
章
。

四

注

12
の
長
谷
川
氏
著
苦
。
中
西
達
治
氏
は
、
追
営
の
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
『
太

平
記
』
が
道
管
像
を
「
十
分
描
き
き
っ
て
い
な
い
」
と
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
「
風

流
人
と
し
て
の
彼
の
強
調
ぶ
り
」
に
対
し
て
、
「
足
利
政
権
の
黒
硲
中
の
黒
窮
て

あ
り
な
が
ら
（
略
）
ま
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ

た
」
か
ら
だ
と
い
う

C

し
か
し
守
設
失
脚
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
道
菩
か
黒
福
的
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
鮮
明
に
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
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中
西
達
治
氏
『
太
平
記
序
説
]
（
桜
楓
社
。
昭
和

6
0
.
3
.
3
0
)

⑳
『
難
太
平
記
j

の
引
用
は
‘
群
書
類
従
に
よ
る
。

闘

注

12
の
大
森
氏
著
書
。

⑳

注

12
の
長
谷
川
氏
著
書
。

闘
『
平
家
物
語
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
成

親
は
比
叡
山
寺
領
平
野
庄
の
神
人
と
の
争
い
で
流
罪
と
な
る
か
、
法
皇
の
計
ら
い

で
召
し
帰
さ
れ
て
権
大
納
言
に
昇
進
。
人
々
は
成
親
を
嘲
り
「
山
門
の
大
衆
に
は
‘

の
ろ
は
る
べ
か
り
け
る
物
を
」
と
言
う
。
や
が
て
鹿
谷
事
件
で
成
親
は
捕
ら
え
ら

れ
る
。
こ
の
こ
と
を
「
凡
は
神
明
の
罰
も
人
の
呪
咀
も
、
と
ぎ
も
あ
り
遅
も
あ
り
、

不
同
な
る
事
共
也
」
と
述
べ
て
い
る
。
議
言
に
よ
っ
て
叡
山
座
主
明
雲
を
配
流
に

追
い
込
ん
だ
西
光
は
山
門
の
呪
咀
を
受
け
る
。
西
光
が
鹿
谷
事
件
で
処
罰
さ
れ
た

の
も
「
あ
や
ま
た
ぬ
天
台
座
主
流
罪
に
申
お
こ
な
ひ
、
果
報
や
つ
き
に
け
む
、
山

王
大
師
の
神
罰
冥
罰
を
た
ち
ど
こ
ろ
に
か
う
ぶ
（
ツ
）
て
、
か
>
る
目
に
あ
へ
り

け
り
」
と
記
し
て
い
る
。
師
通
の
場
合
も
、
叡
山
に
住
む

fil
応
を
殺
害
し
た
源
義

綱
の
処
分
の
裁
断
が
遅
れ
た
こ
と
で
、
山
門
の
呪
咀
を
受
け
、
「
や
が
て
山
王
の

御
と
が
め
と
て
（
略
）
お
も
き
御
病
を
う
け
さ
せ
給
」
う
た
と
描
か
れ
て
い
る
。

⑳
実
際
に
配
流
地
に
行
っ
た
か
も
定
か
で
は
な
く
、
翌
年
の
八
月
に
は
伊
勢
の
南

軍
を
討
っ
た
め
に
道
誉
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
「
尊
勝
院
文
書
」
（
大
日
本

史
料
六
編
之
六
）
に
見
え
る
。

訓
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。

g
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。

閲

注

12
の
大
森
氏
著
書
。
谷
垣
伊
太
雄
氏
「
「
朝
敵
」
か
ら
の
脱
却
ー
『
太
平
記
』

巻
十
五
の
構
成
と
展
開
ー
」
（
「
樟
蔭
国
文
学
」
三
十
四
号
、
平

9
.
3
)
参
照
。

⑳
九
州
へ
敗
走
す
る
途
中
に
「
元
弘
没
収
地
返
付
令
」
を
発
し
、
ま
た
院
宜
を
も

と
に
軍
勢
を
集
め
た
こ
と
や
、
再
上
洛
の
た
め
の
軍
事
配
備
を
行
っ
た
こ
と
な
ど

は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

閻

注

12
の
大
森
氏
著
書
に
お
い
て
も
「
方
法
が
構
成
を
規
制
し
な
が
ら
作
品
世
界

の
整
合
性
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
苦
吟
す
る
姿
は
‘
殊
に
‘
浮
氏
を
め
ぐ
る
叙
述

と
描
写
の
中
に
多
く
み
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
指
摘
す
る
。

閲

注

14
石
田
氏
論
文
。

聞
「
序
の
方
法
」
「
不
思
議
の
方
法
」
に
つ
い
て
は
‘
注
12
の
大
森
氏
若
害
を
参
照
。

大
森
氏
は
「
「
序
」
の
理
念
と
原
理
か
ら
歴
史
の
叙
述
を
構
成
し
構
想
し
て
い
く

方
法
を
＂
「
序
」
の
方
法
＂
」
と
し
、
「
歴
史
の
変
革
過
程
と
そ
の
変
革
を
す
す
め

る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
「
不
思
議
」
と
捉
え
、
そ
う
し
た
思
念
を
も
っ
て
歴
史
叙
述
を

構
想
し
て
い
こ
う
と
す
る
方
法
」
を
「
”
「
不
思
議
」
の
方
法
こ
と
す
る
。

（
本
学
大
学
院
博
士
課
程
）
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